
 

 

【市単独事業】「生活・暮らし支援臨時特別給付金」 
 （価格高騰緊急支援給付金）12月 14日㈬受付開始 

 

松戸市は、電気・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けた生活者等の負担軽減のため、

地方創生臨時交付金を活用し、非課税世帯と同程度の収入でありながら、国の給付金の  

対象とならない「住民税均等割のみ課税世帯」（約５,５００世帯）を対象に市独自の   

給付金を支給します。 

本給付金については、市が対象世帯を特定し、順次、確認書（振込口座を指定する  

書類）を送付します。確認書の受付後は、書類審査を行い、約１カ月で申請者に給付金

を振込めるよう事務を進めます。 

※年末年始については、金融機関の都合などにより振込まで 1 カ月以上かかる場合も  

あります。 

 

●支給対象 ❶基準日（令和４年９月３０日）に松戸市内に住民登録がある世帯 
➋国の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給対象外と 

なった世帯の内、令和４年度で以下のいずれかの要件を満たす人で構成

された世帯 

●住民税均等割のみ課税世帯 

●住民税均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯 

●住民税均等割非課税者のみで構成される世帯であるが、住民税均等 

 割のみ課税者からの扶養を受けていることにより国の給付金の対象 

 外となった世帯 

●給付金額 １世帯あたり５万円 

●受付期間 令和４年１２月１４日（水）～令和５年２月２８日（火）※消印有効 

 

 

 

松 戸 市 報 道 資 料  
令和４年１２月１３日 

【本件に関する問い合わせ先】 
松戸市臨時特別給付金事務センター（コールセンター） 

☎０１２０－９７０－７３５（平日８時３０分～１７時） 


